
加賀市中小企業退職金共済加入促進助成事業の申請にあたって必要なもの 
 

 

１ 共済への加入（契約）を証明するもの 

 

例）①「中小企業退職金共済契約申込書」の写し 

右記の書類です。契約時に記入し、「お客様控」を受け取っています。 

 

②「退職金共済手帳」の写し 

共済契約成立後（独）勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業 

本部から事業主あてに各従業員の退職金共済手帳が送付されています。 

 

 

 

その他、共済への加入（契約）を証明できるものであれば、様式を 

問いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 



 

２ 加入から１２か月分の掛金を納入したことを証明するもの 

次のいずれか（又は組み合わせたもの）が必要です。 

 

①「掛金等の振替結果のお知らせ」の写し 

右記の書類です。（独）勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部 

から3か月ごとに年4回掛金の振替状況に関するお知らせはがきが届きます。 

 

② 掛金の口座振替状況が分かる通帳の写し 

通帳に「チュウタイキョウ」と印字されます。掛金に関係のない収支部分は 

隠していただいて結構です。 

 

 

※①のみで、12ヶ月分の掛金の納入が証明できない場合は、②と組み合わ 

せてください。 

 

 

 

 その他、12か月分の掛金の納入を証明できるものであれば様式を問いま 

せん。 

① 

 


